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第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４国スポ」 

における佐賀市弁当調製施設募集の結果について 
 

 

１ 募集概要 

（１）募集期間 

   令和４年１０月３日（月）～令和４年１２月２日（金） 

（２）募集方法 

   市実行委員会ホームページへの掲載、市報（11/15 号）への掲載及び弁当

調製施設基礎調査（注）における協力可能施設への案内 

（３）周知内容 

   ・第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準 

   ・第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設募集要項 

      ・第７８回国民スポーツ大会佐賀市開催競技会会期 

 

（注）令和 4年 5月～6月に実施した、第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準

案作成のための調査（調査内容：施設の概要、協力意向、提供可能数、配達・回収、衛生管

理等） 

 

２ 募集結果 

  下記のとおり、３施設から申し込みがあった。 

№ 営業者氏名（法人の場合は名称） 営業所の名称 所在地 

1 株式会社クッキングセンター佐賀 株式会社クッキングセンター佐賀 佐賀市久保泉町上和泉 1191-20 

2 有限会社雅叙苑 有限会社雅叙苑神埼事業所 神埼市神埼町尾崎 362-1 

3 株式会社新大和観光 ホテル龍登園 佐賀市大和町梅野 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号報告 
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〇弁当調製施設応募状況（1日当たり提供可能数及び冷蔵車での待機可能台数） 

営業者氏名 

（法人の場合

は名称） 

平日 土曜日 日曜日 祝日 

提供可

能数

（個） 

冷蔵車

（台） 

提供可

能数

（個） 

冷蔵車

（台） 

提供可

能数

（個） 

冷蔵車

（台） 

提供可

能数

（個） 

冷蔵車

（台） 

株式会社 

クッキング 

センター佐賀 

1,000 1 1,000 5 2,000 5 2,000 5 

有限会社 

雅叙苑 
500 3 300 3 300 3 300 3 

株式会社 

新大和観光 
300 1 300 1 300 1 300 1 

合計 1,800 5 1,600 9 2,600 9 2,600 9 

 

〇１日あたりの最大見込み弁当必要数及び競技会場数 

 

平日 土曜日 日曜日 祝日 

弁当 

必要数

（個） 

競技 

会場数 

(箇所) 

弁当 

必要数

（個） 

競技 

会場数 

(箇所) 

弁当 

必要数

（個） 

競技 

会場数 

(箇所) 

弁当 

必要数

（個） 

競技 

会場数 

(箇所) 

最大値 2,325 7 2,208 6 2,349 6 2,169 5 

※弁当必要数については、2022 年栃木大会実績を基に集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号報告（参考資料） 
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〇弁当調製施設基礎調査で協力可能と回答していた施設等が応募しなかった理由 

①主な理由 

人手不足のため100食以上の提供が難しい。 

単価的に採算が取れない。 

冷蔵車による配達と弁当引換中の会場での待機が難しい。 

別の業務があるため対応が難しい。 

 

②その他の理由 

前日午後6時までのキャンセルによる食品ロスの問題があるため。 

冷蔵車での待機や、午後6時までの受付など労力は大きいがメリットが少なく感じる。 

検食の実施（食材等の保管場所がない）。 

規模的に前日にキャンセルがあることが厳しい。 

全般的に要件が厳しい。 

テイクアウトしか扱っていない。 

前回の国体で提供したときの要件が大変だった。人手も足りていないので対応できない。 

以前、炎博が開催されたときに弁当を作ったが、現場からはもうやらないと言われている。 

 

〇今後の弁当調製施設募集の方向性 

現状では、弁当の必要数を満たす弁当調製施設を確保できていないことから、

再公募を実施するとともに、次の弁当調製施設に個別に説明を行う。 

・ 市内の弁当調製施設で個別の説明により応募の可能性があると思われる

弁当調製施設 

 ・ 県実行委員会が実施した弁当調製施設調査で、佐賀市へ提供可能と回答

した市外の弁当調製施設（注） 

（注）第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準２（３）ただし書きを適用し、

競技会場までおおむね２時間以内の距離の市外の弁当調製施設を対象 
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1

1
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1
0
0
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8

1
0
4

1
2
0

1
2
1

5
2
3

係
員

0
計

0
0
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9

2
4
5

2
2
7

2
5
7

2
7
1

2
5
9

0
0

0
0

0
1
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3
2
8

8
4

6
3
4

1
,
7
3
9

1
,
9
5
4

1
,
6
5
6

2
,
3
2
5

2
,
0
0
5

2
,
1
0
4

2
,
2
0
8

2
,
3
4
9

2
,
1
4
6

1
,
0
2
8

0
2
0
,
2
3
2

6

競
技

名
弁

当
区

分

カ
ヌ

ー
（

ｽ
ﾌ
ﾟ
ﾘ
ﾝ
ﾄ
）

ボ
ウ

リ
ン

グ

合
計

合
計

フ
ェ

ン
シ

ン
グ

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

柔
道

高
等

学
校

野
球

（
硬

式
）

陸
上

競
技

ラ
グ

ビ
ー

フ
ッ

ト
ボ

ー
ル

本
会

期
１
０

月
５
日

～
１

０
月

１
５

日
（
１

１
日

間
）



7 

 

弁当関係先催県事例（栃木国体） 

 

弁当メニュー例（斡旋弁当：選手・監督、視察員及び報道員等に斡旋する弁当） 

《宇都宮市》 972 円（税込） 

メンチカツ 人参ラぺ ポテトサラダ サツマイモとマスカルポーネのサラダ 

茄子グラタン 季節野菜のフリット 

  

 

《小山市》 972 円（税込） 

鮭わかめご飯 おとんの野菜煮 豚バラ野菜巻き揚げ 揚げ餃子 鮭の塩焼き 

  

 

 

 

第２号報告 
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《栃木市》 972 円（税込） 

ハンバーグ ミニオムレツ ウインナー モロ南蛮漬け 煮物 シュウマイ 

ニラともやしの和え物 

  

 

《佐野市》 972 円（税込） 

黒から揚げ いもフライ 豆腐ハンバーグ 赤魚山椒焼 玉子焼 煮物 

紅白なます 野沢菜漬 麩まんじゅう 
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《鹿沼市》 972 円（税込） 

にら焼きそば ヒレかつ かぬま和牛と鹿沼こんにゃくの甘辛炒め ポテトサラダ 

厚焼き玉子 きんぴら ビビンバ山菜 オレンジ 

  

 

《上三川町》 972 円（税込） 

ハンバーグ 干瓢の炒め煮 焼塩鮭 枝豆豆腐 スパゲティミートソース 

ポテトフライ 野菜サラダ ブロッコリー オレンジ パイナップル 
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第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４国スポ」 

における佐賀市弁当調製施設の選定について（案） 
 

 

 第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設募集要項に基づき募集を行い、

応募内容を確認した結果、下記の２つの施設が第７８回国民スポーツ大会佐賀

市弁当調製施設選考基準を満たしていることから、佐賀市弁当調製施設の候補

として選定する。 

 

 

記 

 
（順不同） 

№ 営業者氏名（法人の場合は名称） 営業所の名称 所在地 

1 株式会社クッキングセンター佐賀 株式会社クッキングセンター佐賀 佐賀市久保泉町上和泉 1191-20 

2 有限会社雅叙苑 有限会社雅叙苑神埼事業所 神埼市神埼町尾崎 362-1 

 

第１号議案 



1 2

(株）クッキング
センター佐賀

（有）雅叙苑

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

種
類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業者氏名
                                        　(法人の場合は名称）

　　　　　　　選考基準

施
設
の
対
応

荒天等による大会変更、中止による実行委員会の指示への対応

衛
生
管
理

過去３年以内の食中毒の事故歴

「大量調理施設衛生管理マニュアル」などＨＡＣＣＰの概念に基づ
く衛生管理に取り組むとともに、施設の管理運営及び整備が食品衛
生法等に基づき適正になされている

検食として、原材料及び調理済み食品ごとに50ｇ程度を清潔な容器
に密封し-20℃以下、２週間以上の保存

競技会開催前の１か月以内に検便検査の実施

食品賠償保険等への加入

冷蔵車等による適切な温度管理のできる車両による配達・待機

実行委員会が指定する弁当付属品の提供

実行委員会が指定する日時及び場所への搬入、容器等の回収

弁当容器に実行委員会が指定する項目でのラベルシールの添付

※このほか、誓約書兼承諾書、営業許可証、納税証明書、食品賠償保険証について提出いただき、事務局で確認済み。

実行委員会が指定する日時に弁当献立、試食弁当及び写真の提供

食品衛生監視票８０点以上

弁
当
の
調
製

国スポに提供可能な食数（平日・土・日・祝100食以上）

前日午後6時までの受注、当日午前１１時までの納入

単価に応じた調製

佐賀市の特色を活かした弁当の調製

栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供

実行委員会が指定する容器・包装紙等での提供

メニューの日替わりが５日以上

第１号議案（参考資料）

 11
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第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設募集（追加）要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、佐賀市で開催する第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ 

２０２４国スポ」に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員その他関係

者に斡旋し、又は支給する弁当の調製施設の募集を行うために必要な事項を

定める。 

 

２ 業務内容 

昼食弁当の調製、会場への配達及び弁当容器の回収 

 

３ 応募要件 

第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準を満たすこと。 

 

４ 応募方法 

次の書類を「提出・問い合わせ先」まで郵送または持参により提出するこ

と。 

（１）誓約書兼承諾書（様式第１号） 

（２）調査票（様式第２号） 

（３）食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの） 

（４）営業許可証の写し 

（５）納税証明書（市町村税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明

できるもの） 

（６）食品賠償保険証の写し 

 

５ 募集期間 

令和５年２月２７日（月）から令和５年４月２８日（金）まで 

持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（※土曜日、日曜

日、祝日は除く）郵送の場合は締切日必着。 

 

６ 選定方法 

提出された誓約書兼承諾書等に基づき審査を行い、ＳＡＧＡ２０２４佐賀

市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が弁当調製施設を選定する。

選定の結果は、応募のあった全事業者あてに文書で通知する。 

 

 

第２号議案 
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７ その他 

（１）各様式は実行委員会のホームページからダウンロードすること。 

（２）書類の郵送費用等応募に要する費用は応募者の負担とする。 

（３）提出された書類は返却しない。また、必要に応じて複写することがある

が実行委員会の弁当調製施設の選考業務に限り使用する（食品衛生指導、

税の滞納調査のため関係機関にその写しを提供する場合がある。）。な

お、法令等の規定に基づき開示を求められた場合を除き、第三者に提供又

は開示しない。 

（４）弁当調製施設として選定された場合でも、発注を確約するものではな

い。 

（５）数量及び配達場所については、実行委員会の指示によるものとする。 

 

８ 提出・問い合わせ先 

  ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会事務局 

（佐賀市国スポ・全障スポ推進部 国スポ・全障スポ競技課内） 

〒840-0831 佐賀市松原一丁目３番５号まるなかビル４階 

TEL：0952-40-7346  FAX：0952-20-5008 

E-mail：kokuspokyogi@city.saga.lg.jp 
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様式第１号 

第７８回国民スポーツ大会 佐賀市弁当調製施設 

誓約書兼承諾書 
 

 ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会が行う弁当調達業務に協力します。 

 誓約書兼承諾書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。 

 第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準の内容を全て満たしてい

ることを誓約します。 

 佐賀市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条の暴力団及び暴力団員又

は密接関係者ではありません。 

 本誓約書兼承諾書を以て選考基準の内容について関係官庁等に調査、照会をする

ことを承諾します。 

 

令和  年  月  日 

 

ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会 

 会長 坂井 英隆 様 

 

所 在 地 

 

応募者氏名（法人にあっては名称および代表者氏名） 

（自筆） 

 

         ※本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

電 話 番 号 

 

ＦＡＸ番号 

 

         E－mail 

 

添付書類 

（１）調査票（様式第２号） 

（２）食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの） 

（３）営業許可証の写し 

（４）納税証明書（市町村税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明できるもの） 

（５）食品賠償保険証の写し 



様式第２号

所在地 〒 ― （電話 ― ― ）

（FAX ― ― ）

（E-mail ）

平日 （ 食 ）

土曜日 （ 食 ）

日曜日 （ 食 ）

祝日 （ 食 ）

2 □ 可 □ 不可

3 □ 可 □ 不可

4 □ 可 □ 不可

5 □ 可 □ 不可

6 □ 可 □ 不可

7 □ 可 □ 不可

8 □ 可 □ 不可

9 □ 可 □ 不可

10 □ 可 □ 不可

11 □ 可 □ 不可

12 □ 可 □ 不可

13 □ 可 □ 不可

14 □ 有 □ 無

15 □ 可 □ 不可

16 □ 可 □ 不可

17 □ 可 □ 不可

18 □ 可 □ 不可

19 □ 可 □ 不可

※御回答のあった施設につきましては、後日ヒアリングを実施させていただくことがあります。

第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設
調査票

施
設
概
要

ふりがな 実行委員会記入欄

施設名
No.

ふりがな ふりがな

代表者名 担当者名

弁
当
の
調
製

1 国スポに提供可能な食数

前日午後6時までの受注、当日午前１１時までの納入

単価に応じた調製

佐賀市の特色を活かした弁当の調製

栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供

実行委員会が指定する容器・包装紙等での提供

メニューの日替わりが５日以上

15

施
設
の
対
応

荒天等による大会変更、中止による実行委員会の指示への対応

衛
生
管
理

過去３年以内の食中毒の事故歴

「大量調理施設衛生管理マニュアル」の実践

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施設の管理運
営及び整備が食品衛生法等に基づき適正になされている

検食として、原材料及び調理済み食品ごとに50ｇ程度を清潔な
容器に密封し-20℃以下、２週間以上の保存

競技会開催前の１か月以内に検便検査の実施

食品賠償保険等への加入

冷蔵車等による適切な温度管理のできる車両による配達・待機

実行委員会が指定する弁当付属品の提供

実行委員会が指定する日時及び場所への搬入、容器等の回収

弁当容器に実行委員会が指定する項目でのラベルシールの
添付

実行委員会が指定する日時に弁当献立、試食弁当及び写真の提供
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これまでの経過と今後のスケジュールについて 

 
日程 項目 内容 

令
和
４
年
度 

２月２８日 第２回宿泊衛生専門委員会 

（書面開催） 

〇弁当部会設置要項の決定 

５月１１日～

６月１０日 

弁当調製施設基礎調査 〇市内の弁当調製施設に対し、参加意思の

有無や調製能力等についての調査 

８月２５日 第１回弁当部会 〇弁当調達要項の審議 

〇弁当調製施設選考基準の審議 

〇弁当調製施設募集要項の審議 

９月２７日 第３回宿泊衛生専門委員会 

（書面開催） 

〇弁当調達要項の決定 

〇弁当調製施設選考基準の決定 

〇弁当調製施設募集要項の決定 

１０月３日～ 

１２月２日 

弁当調製施設公募 〇弁当調製施設の募集（１回目） 

１月１６日 第２回弁当部会 〇弁当調製施設の選定について 

○弁当調製施設募集（追加）要項について 

２月 第４回宿泊衛生専門委員会 ○弁当調製施設募集（追加）要項について 

２月～ 弁当調製施設公募 ○弁当調製施設の募集（２回目） 

３月 弁当調達業務説明会 〇弁当調達業務について（業者説明会） 

令
和
５
年
度 

４月 食品衛生講習会 〇食品衛生講習会の実施 

５月 第３回弁当部会 ○弁当調製施設の選定について 

６月 弁当調達業務説明会 ○弁当調達業務について（業者説明会） 

６月～ 各リハーサル大会 〇各リハーサル大会における弁当調達業務 

６月～１１月 メニュー案・弁当容器デザ

イン等検討 

〇弁当メニュー案・弁当容器デザイン等の検討 

１月 第４回弁当部会 〇メニュー審査等 

２月 第５回宿泊衛生専門委員会  

令
和
６
年
度 

６月 第５回弁当部会 〇試食会、箱デザイン、ラベル確認など 

６～７月 食品衛生講習会 ○食品衛生講習会の実施 

９月～ ＳＡＧＡ２０２４国スポ 〇国スポにおける弁当調達業務 

※今後の進捗において、変更がある場合もあります。 

その他 
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（参 考 資 料） 
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ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会宿泊衛生専門委員会弁当部会名簿 

 

                                     (順不同・敬称略) 

所属団体名 役職 氏名 備考 

ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会事務局 事務局長 鶴  光久 部会長 

（公社）佐賀県食品衛生協会佐賀中部支部  副支部長 川原 常宏 副部会長 

（公社）佐賀県栄養士会佐賀中部支部 会員 雪正 美和子  

佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 

衛生対策課 

食品衛生担当 係長 

橋本 喜泰  

佐賀市農林水産部農業振興課 地産地消推進係長 村岡 勝己  

 

                                       合計 ５名 

 

資料 １ 
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ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会宿泊衛生専門委員会弁当部会設置要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会専門委員会規程

第７条の規定に基づき、宿泊衛生専門委員会弁当部会の設置に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（部会の名称及び調査研究事項） 

第２条 名称は、ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会宿泊衛生専門委員会

弁当部会（以下「部会」という。）とする。 

２ 部会の調査研究事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 弁当調製施設の選考に関すること。 

(2) 弁当メニューに関すること。 

(3) その他弁当に関すること。 

 

【令和４年２月２８日 実行委員会第２回宿泊衛生専門委員会決定】 

資料 ２ 



 

20 

 

 

 

第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調達要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、佐賀市で開催する第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ 

２０２４国スポ」（以下「ＳＡＧＡ国スポ」という。）に参加する選手・監

督、役員、視察員、報道員その他関係者（以下「大会参加者」という。）に

斡旋し、又は支給する弁当の調達について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、

関係機関等の協力を得て、大会参加者の弁当調達に係る業務を実施する。 

 

３ 弁当調達計画 

弁当調達においては、あらかじめ必要数を把握し、適切な計画を作成す

る。 

 

４ 弁当の種類 

弁当の種類は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）斡旋弁当 選手・監督、視察員及び報道員等に斡旋する弁当をいう。 

（２）支給弁当 競技役員、競技補助員等に支給する弁当をいう。 

 

５ 調達期間 

調達期間は、斡旋弁当にあってはＳＡＧＡ国スポの開催期間（公式練習日

を含む。）、支給弁当にあってはＳＡＧＡ国スポの準備、運営等に係る業務

に従事する期間のうち、実行委員会が必要と認める期間とする。 

 

６ 弁当の料金 

  弁当の料金は、第７８回国民スポーツ大会（佐賀県）宿泊要項に準じるも

のとする。 

 

７ 弁当調製施設の指定 

（１）弁当調製施設の指定は、宿泊衛生専門委員会に設置する弁当部会（以下

「部会」という。）において選定し、実行委員会が行う。 

（２）実行委員会は前号の規定により弁当調製施設を指定するときは弁当調製

【令和４年８月２５日 実行委員会宿泊衛生専門委員会第１回弁当部会審議】 

【令和４年９月２７日 実行委員会第３回宿泊衛生専門委員会決定】 

資料 ３ 
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施設指定書（様式第１号）を交付する。 

 

８ 指定取り消し 

指定取り消しは、前条の規定により指定を受けた弁当調製施設が次の各号

のいずれかに該当する場合に行うことができる。 

（１）食品衛生法その他関係法令に基づく許可の取り消し、営業の全部又は一

部の禁止もしくは期間を定めての停止処分を受けたとき。 

（２）食品衛生法その他関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わな

いとき。 

（３）弁当調製施設の業務を無断で第三者に委託したとき。 

（４）その他実行委員会が不適当と認めたとき。 

 

９ 弁当引換所の設置及び運営 

  弁当引換所の設置及び運営は、実行委員会が衛生上の安全確保に配慮し適

正に行う。 

 

１０ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、弁当の調達について必要な事項は、別に

定めるものとし、必要に応じて部会において調査研究を行う。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における弁当調達についても、必

要に応じてこの要項を準用する。 
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（様式第１号） 

 

弁当調製施設指定書 

 

令和  年  月  日  

 

 

          様 

 

 

ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会 

会長 坂井 英隆 

 

 

 第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４国スポ」及び競技別リハーサル

大会における弁当調製施設として下記のとおり指定します。 

 

 

記 

 
 

施 設 名  

所 在 地  

代表者名  

適用期間  
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第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、佐賀市で開催する第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ 

２０２４国スポ」に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員その他関係

者に斡旋し、又は支給する弁当の調製施設の選考を行うために必要な事項を

定める。 

 

２ 対象施設 

（１）所在地の市町村税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（２）製造所が食品衛生法に基づく営業許可を受けていること。 

（３）佐賀市内に本社又は製造所を有している業者であること。ただし実行委

員会が必要と認めた場合は、この限りではない。 

（４）佐賀市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条の暴力団及び暴

力団員又は密接関係者ではないこと。 

 

３ 施設の衛生管理 

（１）選考時点において、過去３年間に食中毒発生の事故歴がないこと。 

（２）食品衛生監視票が調査時点において８０点以上であること。 

（３）「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日付衛食第８

５号）などＨＡＣＣＰの概念に基づく衛生管理に取り組むとともに、施設

の管理運営及び整備が食品衛生法及び施設所在地の食品衛生関係条例等に

基づき適正になされている施設であること。 

（４）検食として、原材料及び調理済み食品ごとに５０ｇ程度をビニール袋等

清潔な容器に密封し、マイナス２０℃以下で２週間以上保存できること。 

（５）検便は食品に直接接触する作業に従事する者（容器包装に入れられた食

品を取り扱う作業のみ従事する者を除く）に対し、競技会開催前の１ヶ月

以内に以下の項目について実施すること（赤痢菌・サルモネラ属菌・腸管

出血性大腸菌及びノロウィルス）。 

（６）食品賠償保険等に加入していること。 

 

４ 施設の調製能力 

（１）大会時の提供可能数が、１回１００食以上であること。 

（２）前日午後６時までの受注に対し、消費期限を当日の午後２時までに設定

【令和４年８月２５日 実行委員会宿泊衛生専門委員会第１回弁当部会審議】 

【令和４年９月２７日 実行委員会第３回宿泊衛生専門委員会決定】 

資料 ４ 
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した弁当を午前１１時までの納入が可能であること。 

（３）単価に応じた調製が可能であること。 

（４）佐賀市の特色を活かした弁当の調製が可能であること。 

（５）栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供が可能である

こと。 

（６）ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が

指定する容器・包装紙等での提供が可能であること。 

（７）メニューの日替わりが５日以上可能であること。 

（８）実行委員会から指摘された事項を改善することが可能であること。 

 

５ 施設の対応能力 

（１）冷蔵車など適切な温度管理のできる車両等による配達及び納入場所にお

ける弁当引換時間中の待機が可能であること。 

（２）弁当付属品として、実行委員会の指示に沿ったお茶・割り箸・爪楊枝・

お手拭き及び持ち運び用袋の提供ができること。 

（３）実行委員会が指定する日時及び場所に搬入できること。また、同日に容

器等を回収できること。 

（４）弁当容器に以下の項目をラベルシール等による表示ができること。 

  ア 弁当の名称 

  イ 原材料名（アレルゲン、原料米の産地等の表示を含む。） 

  ウ 添加物（アレルゲンを含む。） 

  エ 消費期限（時刻まで表示） 

  オ 保存方法 

  カ 製造所所在地・製造者名 

  キ その他食品表示関係法令により規定される表示 

  ク 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

  ケ 持ち帰りを禁止する表示 

  コ その他実行委員会が指示する表示 

（５）実行委員会が指定する日時に弁当献立、試食弁当及び写真の提供が可能

であること。 

（６）荒天等により大会が変更又は中止になった場合、実行委員会の指示に基

づく対応ができること。 

 

６ その他 

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における弁当についても、必要に

応じてこの基準を準用する。 
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（２）この基準に定めるもののほか、必要な場合には別途協議をして定める。 
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第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設募集要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、佐賀市で開催する第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ 

２０２４国スポ」に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員その他関係

者に斡旋し、又は支給する弁当の調製施設の募集を行うために必要な事項を

定める。 

 

２ 業務内容 

昼食弁当の調製、会場への配達及び弁当容器の回収 

 

３ 応募要件 

第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準を満たすこと。 

 

４ 応募方法 

次の書類を「提出・問い合わせ先」まで郵送または持参により提出するこ

と。 

（１）誓約書兼承諾書（様式第１号） 

（２）調査票（様式第２号） 

（３）食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの） 

（４）営業許可証の写し 

（５）納税証明書（市町村税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明

できるもの） 

（６）食品賠償保険証の写し 

 

５ 募集期間 

令和４年１０月３日（月）から令和４年１２月２日（金）まで 

持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（※土曜日、日曜

日、祝日は除く）郵送の場合は締切日必着。 

 

６ 選定方法 

提出された誓約書兼承諾書等に基づき審査を行い、ＳＡＧＡ２０２４佐賀

市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が弁当調製施設を選定する。

選定の結果は、応募のあった全事業者あてに文書で通知する。 

 

【令和４年８月２５日 実行委員会宿泊衛生専門委員会第１回弁当部会審議】 

【令和４年９月２７日 実行委員会第３回宿泊衛生専門委員会決定】 

資料 ５ 
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７ その他 

（１）各様式は実行委員会のホームページからダウンロードすること。 

（２）書類の郵送費用等応募に要する費用は応募者の負担とする。 

（３）提出された書類は返却しない。また、必要に応じて複写することがある

が実行委員会の弁当調製施設の選考業務に限り使用する（食品衛生指導、

税の滞納調査のため関係機関にその写しを提供する場合がある。）。な

お、法令等の規定に基づき開示を求められた場合を除き、第三者に提供又

は開示しない。 

（４）弁当調製施設として選定された場合でも、発注を確約するものではな

い。 

（５）数量及び配達場所については、実行委員会の指示によるものとする。 

 

８ 提出・問い合わせ先 

  ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会事務局 

（佐賀市国スポ・全障スポ推進部 国スポ・全障スポ競技課内） 

〒840-0831 佐賀市松原一丁目３番５号まるなかビル４階 

TEL：0952-40-7346  FAX：0952-20-5008 

E-mail：kokuspokyogi@city.saga.lg.jp 
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様式第１号 

第７８回国民スポーツ大会 佐賀市弁当調製施設 

誓約書兼承諾書 
 

 ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会が行う弁当調達業務に協力します。 

 誓約書兼承諾書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。 

 第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設選考基準の内容を全て満たしてい

ることを誓約します。 

 佐賀市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条の暴力団及び暴力団員又

は密接関係者ではありません。 

 本誓約書兼承諾書を以て選考基準の内容について関係官庁等に調査、照会をする

ことを承諾します。 

 

令和  年  月  日 

 

ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会 

 会長 坂井 英隆 様 

 

所 在 地 

 

応募者氏名（法人にあっては名称および代表者氏名） 

（自筆） 

 

         ※本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

電 話 番 号 

 

ＦＡＸ番号 

 

         E－mail 

 

添付書類 

（１）調査票（様式第２号） 

（２）食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの） 

（３）営業許可証の写し 

（４）納税証明書（市町村税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明できるもの） 

（５）食品賠償保険証の写し 



様式第２号

所在地 〒 ― （電話 ― ― ）

（FAX ― ― ）

（E-mail ）

平日 （ 食 ）

土曜日 （ 食 ）

日曜日 （ 食 ）

祝日 （ 食 ）

2 □ 可 □ 不可

3 □ 可 □ 不可

4 □ 可 □ 不可

5 □ 可 □ 不可

6 □ 可 □ 不可

7 □ 可 □ 不可

8 □ 可 □ 不可

9 □ 可 □ 不可

10 □ 可 □ 不可

11 □ 可 □ 不可

12 □ 可 □ 不可

13 □ 可 □ 不可

14 □ 有 □ 無

15 □ 可 □ 不可

16 □ 可 □ 不可

17 □ 可 □ 不可

18 □ 可 □ 不可

19 □ 可 □ 不可

※御回答のあった施設につきましては、後日ヒアリングを実施させていただくことがあります。

第７８回国民スポーツ大会佐賀市弁当調製施設
調査票

施
設
概
要

ふりがな 実行委員会記入欄

施設名
No.

ふりがな ふりがな

代表者名 担当者名

弁
当
の
調
製

1 国スポに提供可能な食数

前日午後6時までの受注、当日午前１１時までの納入

単価に応じた調製

佐賀市の特色を活かした弁当の調製

栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供

実行委員会が指定する容器・包装紙等での提供

メニューの日替わりが５日以上

29

施
設
の
対
応

荒天等による大会変更、中止による実行委員会の指示への対応

衛
生
管
理

過去３年以内の食中毒の事故歴

「大量調理施設衛生管理マニュアル」の実践

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施設の管理運
営及び整備が食品衛生法等に基づき適正になされている

検食として、原材料及び調理済み食品ごとに50ｇ程度を清潔な
容器に密封し-20℃以下、２週間以上の保存

競技会開催前の１か月以内に検便検査の実施

食品賠償保険等への加入

冷蔵車等による適切な温度管理のできる車両による配達・待機

実行委員会が指定する弁当付属品の提供

実行委員会が指定する日時及び場所への搬入、容器等の回収

弁当容器に実行委員会が指定する項目でのラベルシールの
添付

実行委員会が指定する日時に弁当献立、試食弁当及び写真の提供
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ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会（以下「実行委員会」とい

う。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７８回国民スポーツ大会及び第２３回全国障害者スポ

ーツ大会において、佐賀市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の

円滑な運営に関し、必要な事務及び事業を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行

う。 

(１) 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(２) 競技会の開催に係る準備に関すること。 

(３) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(４) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(５) 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(６) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(１) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

(２) 佐賀市を代表する者 

(３) 佐賀市議会を代表する者 

(４) その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(１) 会長 １名 

(２) 副会長 １０名以内 

(３) 常任委員 ５０名以内 

(４) 監事 ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、佐賀市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委

嘱する。 

（役員の職務） 

資料 ６ 
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第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらか

じめ会長が指名した順序により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第６項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときか

ら実行委員会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が

就任時におけるそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員

等は辞職したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとす

る。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて

補充することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会におい

て報告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

(１) 総会 

(２) 常任委員会 

(３) 専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名する者がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

(１) 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

(２) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(３) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(４) 予算及び決算に関すること。 

(５) 常任委員会に委任する事項に関すること。 
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(６) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、総会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使

し、または書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、

出席したものとみなす。 

６ 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

７ 会長は必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 第５項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、書面により総会を

開会することができる。この場合において、賛否等を表明した委員を出席委員

とみなす。 

（常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長及び副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

３ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

４ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

５ 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

６ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

(１) 総会から委任された事項に関すること。 

(２) 専門委員会の設置及び専門委員会への付託又は委任に関すること。 

(３) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(４) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会について準用する。 

８ 常任委員会は、第６項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の

規定により専門委員から報告があった事項を必要に応じて次の総会に報告する

ものとする。 

（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査、審議

し、その結果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任

委員会に諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するい

とまがないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、こ
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れを専決処分することができる。 

２ 会長は前項の規定により、専決処分したときは、これを次の総会等において

報告し、その承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第１７条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事

の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１８条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日ま

でとする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 解散 

（解散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議

決を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、佐賀市に帰属するものとす

る。 

第８章 補則 

（委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項

は会長が定める。 

附 則 

この会則は、令和元年６月３日から施行する。 

附 則 

この会則は、令和２年１０月５日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この会則は、令和２年１１月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この会則の施行の際現に第７８回国民スポーツ大会佐賀市準備委員会の委員、

役員、顧問、参与又は専門委員である者は、それぞれＳＡＧＡ２０２４佐賀市

実行委員会の委員、役員、顧問、参与又は専門委員に委嘱されたものとみなす。 
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ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会会則（令和元年

６月３日施行）第１３条第３項の規定に基づき、ＳＡＧＡ２０２４佐賀

市実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（専門委員会の名称等） 

第２条 専門委員会の名称並びにＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会常任

委員会からの付託及び委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長 １名 

(2) 副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちからＳＡＧＡ２０２４佐

賀市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けた

ときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決すること

はできない。ただし、専門委員会に出席することができない委員は、代

理人によって議決権を行使し、または書面で議決に加わることができる。

この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。 

４ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（あらかじめ通知された事項

について、代理人が議決権を行使した委員及び書面により議決権を行使

した委員を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会

資料 ７ 
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を設置し、専門的事項について調査研究等を行わせ、その結果を報告さ

せることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した者（以下「部会委員」という。）

をもって構成する。 

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場

合において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、

「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会

長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に

関し必要な事項は、それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和元年８月２３日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年１１月２日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名 称 付 託 事 項 委 任 事 項 

総務企画 

専門委員会 

１ 開催推進総合計画に関すること。 

２ 広報及び市民運動に関すること。 

３ 観光及び接伴に関すること。 

４ 他の専門委員会に属さない事項に

関すること。 

左記付託する事

項のうち、事業

の実施に関する

こと。 

 

競技式典 

専門委員会 

１ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

４ その他競技式典に関すること。 

左記付託する事

項のうち、事業

の実施に関する

こと。 

宿泊衛生 

専門委員会 

１ 宿泊に関すること。 

２ 医事及び衛生に関すること。 

３ その他宿泊衛生に関すること。 

左記付託する事

項のうち、事業

の実施に関する

こと。 

輸送交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通に関すること。 

２ 消防及び警備に関すること。 

３ その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事

項のうち、事業

の実施に関する

こと。 

 


